
  東北６県におけるデジタル難視対策の状況  別紙

1   東北６県における要対策世帯数   （平成２６年９月末  単位 : 世帯） 

※１ 「新たな難視」とは、使用する電波の特性の違い等により、アナログ放送は受信可能であるがデジタル放送が良好に受信できないもの。 
※２ 「デジタル化改修共聴」とは、辺地共聴施設（自主共聴及びＮＨＫ共聴）のデジタル化において、受信点の大幅な移設を要するなどに 
    より、アナログ放送終了前にデジタル化対応ができなかったもの。 

※３ 「デジタル混信」とは、他の電波からの混信を受けるため、デジタル放送を良好に受信できないもの。 
※４ 原発事故避難区域（旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域）の世帯を除く。 

 

県   名 合 計   新たな難視等 (※1) デジタル化改修共聴 (※2)    デジタル混信 (※3) 

青森県    0  0       0    0 

岩手県  21  18       3    0 

宮城県  27  27       0    0 

秋田県  10  10       0    0 

山形県    5    5       0    0 

福島県  56  43     13    0 

合 計      119           103     16    0 

(※4) 

2   東北６県における要対策世帯数の推移  (単位 : 世帯） 
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